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実施事案名 第２次松山市自殺対策基本計画（案）

政策等を策定
する趣旨，
目的及び背景

　我が国の自殺対策については、自殺対策基本法や自殺総合対策大綱に基づき、国を挙げて
自殺対策が推進された結果、自殺者数は年々減少傾向にありますが、自殺者数の累計は毎年
２万人を超える水準で積み上がっているなど、非常事態が続いています。
　松山市でも、平成２７年３月に策定した松山市自殺対策基本計画に基づき自殺対策を推進
した結果、自殺者数は減少傾向にありますが、依然として尊い命が自殺によって失われてい
ます。
　こうした背景を基に、松山市自殺対策基本計画の終期を迎えるため、計画の評価・改善を
行うとともに、国で示された新たな基本方針等と整合性を図り、「第２次松山市自殺対策基
本計画」を策定するに至りました。
　本計画でも引き続き、松山市で暮らす市民一人ひとりが、自殺に対する関心と理解を深
め、自殺対策の担い手として寄り添い、共に支え合いながら、「誰もが健康で自分らしくい
きいきと暮らせるまちづくり」を目指します。

実施結果の
公表予定日

令和２年１月３１日（金）

策定根拠と
なる法令等

自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第３条第２項

自殺総合対策大綱（平成１９年６月）第３－５

松山市自殺対策基本条例（平成２４年条例第４８号）第８条

政策等の案の
関係資料

第２次松山市自殺対策基本計画（案）


